
高崎信用金庫

「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」

１.お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等（原則１）

　当金庫は、より良い金融商品・サービスの提供を実現するため、

　「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を策定し公表する

　とともに、その取組状況等について定期的に確認し、見直しを行

　ってまいります。

　つの原則に則って作成しております。

２.お客さまの最善の利益の追求(原則２）

　お客さまのニーズとご意向を踏まえた商品・サービスの提供に継

　続的に取り組み、職員が高い専門性と職業倫理をもって、誠実か

　つ公平に業務を行い、お客さまの最善の利益を追求してまいりま

　す。

<アクションプラン>

・お客さまの安定的な資産形成に資するため、お客さまのライフス ・長期運用、分散投資、積立投資信託の有効性及び分配金の有無等

　テージに応じた適切な商品が選択できるよう、幅広い商品ライン 　の丁寧な説明やニーズの把握に努め、お客さまの資産形成にとっ

　アップを整備してまいります。また、お客さまに最善の提案を行 　て、最善の提案を行っております。

　う「コンサルティング営業」に努めてまいります。 ・投資信託商品については、お客さまの最善の利益の実現状況を検

　証するため、「運用損益別顧客比率」及び「投資信託預り残高上

　位２０銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン」の過去３年

　分を公表しております。

・外貨建保険商品については、お客さまの最善の利益の実現状況を

　検証するため、「運用評価別顧客比率」及び「外貨建保険の銘柄

　別コスト・リターン（６０ケ月以上経過契約のみ）」を公表して

　おります。

３.利益相反の適切な管理(原則３）

　お客さまとの取引にあたり、お客さまの利益が不当に害される恐

　れのある取引を適切に管理し、お客さまの利益を保護してまいり

　ます。

<アクションプラン>

・営業部門から独立した管理部門の設置および責任者の配置を行い ・「利益相反管理要領」を制定し、営業部門から独立したリスク統

　利益相反管理を適切に行ってまいります。 　括部において利益相反管理を適切に行っております。

・販売する投資信託・保険商品を選定する際には、一部の投信会社 ・投資信託については、信金中金の取次方式により、現在６社から

　や保険会社に偏ることなく、お客さまのニーズやご意向を踏まえ

　て資産形成のお役に立てる商品選定を行ってまいります。

・金融商品の組成会社等の委託を受け商品の販売を行っており、金

　融商品の組成には携わっておりません。

　選択肢を広げてラインアップの充実に努めております。

　２０１７年９月に公表しましたが、さらにお客さまに役立つ業務
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お客さま本位の業務運営に関する基本方針のアクションプラン取組状況

アクションプランの取組状況

　当金庫は、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を

　運営の取組みを進めるため、２０２３年６月に見直しを行いまし

　た。本方針は金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」の７

　３６商品（つみたてＮＩＳＡ専用ファンド６商品を含む）を採用

　し、特定の投信会社に偏ることなく選択肢を広げてラインアップ

　の充実に務めております。

・生命保険については、全国信用金庫協会の業界統一商品を中心に

　現在６社から１９商品を採用し、特定の保険会社に偏ることなく



４.手数料等の明確化(原則４）

　お客さまにご負担いただく手数料・その他費用について、お客さ

　まにご理解いただけるよう、分かりやすく丁寧なご説明を行って

　まいります。

<アクションプラン>

・お客さまからご負担いただく手数料は、パンフレットや資料、ホ ・投資信託の販売手数料は、販売資料を活用し、具体的にわかりや

　ームページ等に掲載し、分かりやすくご説明してまいります。 　すく、丁寧な説明を行っております。また、お客さまにご負担い

・投資信託については、販売手数料を明示するとともに、信託報酬 　いただく信託報酬・信託財産留保額についても目論見書や商品ラ

　・信託財産留保額についても分かりやすくご説明してまいります。 　インアップ表を使用してわかりやすく説明しております。

　

・外貨建保険や変額保険については、お客さまにご負担いただく費

　用のほか、保険会社から当金庫に支払われる販売手数料を明示す

　る等、手数料の内容を分かりやすくご説明してまいります。

５.重要な情報の分かりやすい提供（原則５）

　商品のご説明にあたって、お客さまの金融知識や投資経験の有無

　年齢等を踏まえて、お客さまにご理解いただけるよう、お客さま

　の立場に立ったご説明と情報提供に努めてまいります。

<アクションプラン>

・「重要な情報」は、投資信託では目論見書や目論見書補完書面等 ・金融商品・サービスの販売・推奨等にあたっては、手数料をはじ

　を用い、保険商品では契約締結前交付書面、パンフレット・設計 　め、基本的なリターン・損失その他のリスク、取引条件等の重要

　書等用いて説明を行い、十分なご理解を得たうえで販売してまい 　な情報については、パンフレット等を活用し、わかりやすく丁寧

　ります。 　な説明を行っております。

・「重要な情報」は、投資信託では目論見書や目論見書補完書面等

　を用い、「確認書」によりお客さまと共有させていただいており

　等を用いて説明を行い、「お伺い書」によりお客さまと共有させ

　ていただいております。

・複雑な商品やリスクの高い商品の販売・推奨を行う場合は、ライ

　ンアップ表、販売用資料、パンフレット等を利用して、商品の特

　めております。

・外貨建保険や変額保険については、パンフレット・保険設計書を

　使用して、お客さまの負担する費用についてわかりやすく説明し

　ております。当金庫が保険会社から受領する販売手数料について

　も商品概要書を使用して説明しております。

　ます。保険業務では契約締結前交付書面、パンフレット、設計書

　徴を複数商品で比較しやすいよう配慮し、情報提供するように努



６.お客さまにふさわしいサービスの提供(原則６）

　お客さまの資産状況、取引経験、金融知識および取引目的・ご要

　望に合わせて、お客さまにふさわしい金融商品や各種サービスを

　提供してまいります。また、商品販売後も経済環境や市場動向を

　踏まえ、丁寧なアフターフォローを行ってまいります。

<アクションプラン>

・お客さまの多様なニーズに対応するため、幅広い商品ラインアッ ・投信ラインアップ表につきましては、投資対象資産、投資対象地

　プを整備し、定期的に見直しを行ってまいります。 　域別に区分し、各ファンドの概要、運用会社、手数料等が一覧で

・リスクの高い金融商品のご提案を行う場合や、ご高齢のお客さま 　比較しやすいよう、分かりやすく作成しております。

　にご提案等行う場合には、お客さまの資産状況、取引経験、金融 ・投資信託ご契約時満７０歳以上のお客さまについては、当金庫役

　知識および取引目的・ご要望に合わせて、ご提案が適切であるか 　席者同席とし、可能な限りご家族同席のうえ、契約させていただ

　をより慎重に判断してまいります。 　いております。

・投資信託や変額保険・外貨建保険をお持ちのお客さまには、定期 　投資信託ご契約時満８０歳以上のお客さまについては、当金庫か

　なアフターフォローを行い、保有商品の運用状況やタイムリーな 　ら勧誘は行わず、お客さまから要望があった場合は当金庫役席者

　な市場動向等、お客さまの投資判断に必要な情報をご提供すると 　同席とし、満７０歳未満のご家族同席のうえ、契約させていただ

　ともに、投資に対する考え方等の確認を行ってまいります。 　いております。

・生命保険ご契約時満７０歳以上のお客さまについては、当金庫役

　席者同席とし、可能な限りご家族同席のうえ、契約させていただ

　いております。

　生命保険ご契約時満８０歳以上のお客さまについては、原則即日

　契約はせず、当金庫役席同席とし、可能な限りご家族同席のうえ

　契約させていただいております。

・投資信託や外貨建保険・変額保険をお持ちのお客さまについては、

　原則１年に１回以上のアフターフォローを実施しております。

　ただし、投資信託商品をお持ちで２０％以上の評価損が発生して

　いるお客さまについては、原則３ケ月に１回以上のアフターフォ

　ローを実施、なおかつ満７０歳以上のお客さまについては、原則

　１ケ月に１回以上のアフターフォローを実施しております。

７.職員教育の徹底と人材育成（原則７）

　職員がお客さま本位の業務運営を高めるために、必要な知識の習

　得や専門的な能力の向上に努めてまいります。

<アクションプラン>

・お客さま本位の姿勢を徹底するため、預かり資産に関する研修を

　継続的に実施し、金融機関の職員として専門知識を向上させるよ 　についての研修を年１３回実施しました。また、金融商品担当部

　う努めてまいります。

・お客さまの資産形成に適切にご対応できるよう、職員の資格取得

　を推奨してまいります。

・お客さまへの適切・的確なアドバイス等ができるようにファイナ

　ンシャルプランナーの資格取得を推奨し、専門的知識の向上に取

　り組んでおります。

 《令和5年3月末現在の資格取得者》

　　　　　　　ＦＰ１級　　　３名

　　　　　　　ＦＰ２級　２０８名

　　　　　　　ＦＰ３級　１０８名

・投資信託販売会社、保険会社により、商品セールスや業界動向等

　署である個人サポート担当職員による営業店職員研修を年１３回

　実施しました。当金庫は各支店毎に金融商品専担者１名を選任し

　金融商品販売研修を年６回実施し、専門知識の向上を図りました。

　　　　　　　　　合計　３１９名


